
「グループ指定」とは 

都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも

に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患

者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院にあっては、

都道府県に１カ所、地域拠点病院にあっては、２次医療圏（都道府県拠点病院

が整備されている２次医療圏を除く。）に１カ所、地域がん診療病院にあって

は基本的に隣接する２次医療圏のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグル

ープとして指定することをいいます。 

 


